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はじめに 

 

御殿場市は、地方分権の時代に対応した住民本位の行政を目指しています。そして、その実現

のために、まちづくりの基本的な進め方として「市民協働型まちづくり」を掲げています。2005

年には「市民協働型まちづくり推進指針」で基本的な考え方を示し、2007 年には「市民協働型

まちづくり推進プラン」で取り組みの進め方を示しました。 

また、本市の施策を進める上での基本姿勢である「御殿場型 NPM」の実践においても市民協

働の推進が大きな柱として位置付けられ、様々な分野で協働の取り組みが進められてきました。

その成果は、市民活動、地域活動の活発となって表れており、地元企業、学校、行政など、このま

ちに関わる様々な主体の連携・協力が生まれています。 

「市民協働型まちづくり推進指針」は 2021 年に、「市民協働型まちづくり推進プラン」は

2012 年、及び 2017 年に改定され、現在、この推進指針と推進プランに基づいて市民協働意

識の醸成や協働事業の支援などに取り組んでいます。 

 

さて、近年の人口減少の本格化や激甚災害の頻発、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

など自治体を取り巻く経済・社会環境の変化は、地方分権時代の行政や市民協働のあり方にあ

らためて課題を投げかけているように思います。 

推進プランの改定にあたっては、近年実施した市民意識調査や、この度実施した市民活動団体

へのアンケート調査の結果などを踏まえ、市民と市職員でつくる「市民協働型まちづくり推進協

議会」で協議を重ねました。また、学校法人明治大学と研究委託契約を締結して公学連携の体制

をつくり、広く市民との協働による計画づくりを進めました。 

 

本市では、新たな推進プランのもと、第四次御殿場市総合計画の基本構想に掲げられた将来都

市像「緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場」の実現に向けて、市民と行政が連携・協働し

たまちづくりを進めてまいります。 

 

 

 

2022 年 4 月 

 

御 殿 場 市 長  
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計画の概要 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 本計画の目的 

これまで本市では、「市民協働のまちづくり」を総合的かつ計画的に推進するため、2005 年に

「御殿場市市民協働型まちづくり推進指針1」（以下、「推進指針」という。）を、2007 年には「御

殿場市市民協働型まちづくり推進プラン」（以下、「本計画」という。）を策定し、その推進を図って

きました。こうしたまちづくりのあゆみは、現在の「第四次御殿場市総合計画2」に発展的に継承

されており、本市の政策方針のひとつとして「雄大な富士と共に歩む協働のまちづくり」が掲げ

られています。また、2016 年に策定された「御殿場市行政経営指針3」においても、「市民協働

のまちづくり」は基本方針のひとつとしてうたわれています。 

そうした中で、2021 年 4 月には策定から約 15 年が経過した推進指針の改定が行われまし

た。そこで、市民と行政が新たな推進指針に基づき、今後も「市民協働のまちづくり」を推進・実

現できるよう、2022 年度を初年度として本計画を改定するものです。 

                                            
1 御殿場市市民協働型まちづくり推進指針 2005 年 4 月に策定された「市民協働型まちづくり」推進のための

基本的な考え方を示したものです。2021 年 4 月には、「市民協働型まちづくり」の考え方をより市民に分かりやすく

するための改定が行われています。 
 
2 第四次御殿場市総合計画 2016 年度から 2025 年度までの施策の方向性を定めた本市の最上位計画です。

「緑きらきら、人いきいき、交流都市 御殿場」を将来都市像とし、これを実現するために「人が集い活力あふれる産業

を育てるまちづくり」「笑顔あふれる健やか・福祉のまちづくり」「安全で安心して暮らせるまちづくり」「富士山のよう

に大きな心を持った人づくり」「富士山の恵みを大切にするまちづくり」「富士山の麓にふさわしい美しく快適なまちづ

くり」「雄大な富士と共に歩む協働のまちづくり」という 7 つの政策方針が掲げられています。  
3 御殿場市行政経営指針 第四次御殿場市総合計画に定められた将来都市像「緑きらきら、人いきいき、交流都市 

御殿場」を実現するために、行政経営の改革に取り組むための指針です。 

1 

本計画の位置付け        
本計画は第四次御殿場市総合計画を具体化する個別計画の 1 つです。 

推進指針に定められた基本的な考え方や、市民協働型まちづくりの現状と課題を踏ま

え、この 5 年間に行う具体的な取組項目を定めます。 
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（2） 計画の位置付け 

本計画は、改定された推進指針に基づき、「市民協働のまちづくり」の実現に向けた具体的な取

り組みを掲げるものです。上位計画である第四次御殿場市総合計画の分野別計画（協働・計画推

進分野）では、「7-3 市民参画と協働の推進」として、①市民参画機会の充実、②市民活動団体

等の育成支援、③協働のまちづくり支援という施策が掲げられており、本計画はそれを具体化

する個別計画に位置付けられます（図 1）。 

また、これまで実践されてきた「御殿場型 NPM4」における「市民協働のまちづくり」の取り組み

を具体化するための計画としても位置付けられます。 

なお、「市民協働のまちづくり」は、本市の他計画とも整合性を保ちながら進めていく必要があ

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 御殿場市市民協働型まちづくり推進プランの位置付け 

 

 

（3） 計画期間 

本計画の期間は、2022 年度から 2026 年度までの 5 年間とし、2026 年度に計画を見直

すこととします。 
  

                                            
4 御殿場型NPM NPM（New Public Management）とは、「新公共経営」と訳され、行政に民間企業の経営理

論・手法等を取り入れ、行政の効率化・合理化を推進するという考え方です。本市では、NPM の特徴のひとつである

「市民志向」に特に注力し、市民協働の推進と職員の意識改革・能力向上を基礎とした住民本位の行政経営のあり方

を「御殿場型 NPM」と名付け、実践しています。 

［個別計画］ 

分野別の総合的な取り組みを整理 
 

・地域福祉計画 

・教育振興基本計画 

・都市計画マスタープラン 

・環境基本計画 

・観光戦略プラン 

・男女共同参画計画 

・地域防災計画 
 

・市民協働型まちづくり推進プラン 
 

その他 個別計画 

第四次御殿場市総合計画 

  ・基本構想 

・基本計画 

  ・分野別計画 

 

 

7-3 市民参画と協働の推進 

 ①市民参画機会の充実 

 ②市民活動団体等の育成支援 

 ③協働のまちづくり支援 

 

…
 

…
 

御殿場市行政経営指針 （御殿場型 NPM） 

御殿場市市民協働型まちづくり推進指針 
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協働の基本的な考え方 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 「協働」「市民協働型まちづくり」とは 

1990 年代後半からの地方分権の進展により、国が何でも決めるのではなく、それぞれの地域

の実情に合った政策を進めることができるようになりました。しかし、一方で私たちの暮らしや

社会を取り巻く環境が大きく変化し、市民ニーズが多様化する中で、地域の課題や公共的な課

題を市民や行政がそれぞれ単独で解決することは難しくなってきています。 

このような課題を乗り越え、個性豊かなまちづくりを進めていくために求められるのが「市民

の力」です。公共的なことは行政が担うというこれまでの考え方を転換し、市民と行政がお互い

に補完・協力し合いながら政策を進めていく新たなまちづくりのスタイル（図 2）を構築していく

必要があります。 

 

本市では推進指針において、「協働」を「個

人としての市民、区や地区、市民活動団体、

企業、行政など、このまちに関わる様々な

主体が、まちづくりの理想と志を共有し、地

域の課題や公共的な課題に協力して取り組

むこと」と定義しています。 

また、特に市民と行政が協働するまちづく

りのあり方を「市民協働型まちづくり」と呼

んでいます。 

                                     

2 

市民               行政 

課題と目標 

の共有 

相互協力 

図 2 「市民協働型まちづくり」での 

    市民と行政の関係 

公民館・コミュニティ供用施設 （写真は 茱萸沢下区公民館（茱萸沢 1209 番地））        
市内に 59 ある自治会（区）の地域活動の拠点として公民館やコミュニティ供用施設な

どの集会所があります。地区住民を中心にまちづくり、防災、生涯学習、スポーツなど

のほか、あらゆる世代が集う場所として広く利用されています。 
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（2） 「市民協働型まちづくり」の目指すもの 

「市民協働型まちづくり」は特別な事業にのみ適用される考え方ではありません。市民と行政

がお互いに「どのようにすればより市民のためになるか」を考え、話し合い、協働の可能性を常

に考えていく必要があります。「市民協働型まちづくり」によって目指すのは、行政だけでは達成

できない新たな価値を創造し、より住み良いまちをみんなでつくることです。 

 

 

 

（3） 「市民協働型まちづくり」の進め方 

「市民協働型まちづくり」の進め方には様々な形がありますが、以下の 3 段階に整理できます。 

また、推進指針に定める「協働の 8 原則」を踏まえ、今は行政が単独で行っている事業も含めて

協働を取り入れた行政経営への転換を図っていく試みが求められるほか、既に協働の取り組み

を行っている事業についても評価や見直しが重要となります。 
 

 

「市民協働型まちづくり」の進め方  協働の 8原則 

  
①目標共有の原則 

②自主性の原則 

③自己決定・自己責任の原則 

④対等の原則 

⑤補完の原則 

⑥信頼の原則 

⑦情報共有の原則 

⑧公開と評価の原則 

単に市民が意見を述べるのではなく、市民と行政が問題把

握の段階から協働して施策立案や事業の企画を行う 

 

  

協働で実施した方がより効率的・効果的だと考えられる事

業について、必要な措置を講ずる（協働事業の認定 など） 

 

  

継続して行われている事業、施設の管理等についても、積

極的に協働による運営への切り替えを考える 

 

   

「市民協働型まちづくり」の推進によって期待される効果 

   

①きめ細かなサービスが実現し、より住

み良いまちになる 

②地域のことを地域のみんなで考える

意識・つながりが強くなる 

③市民活動団体や区・地区などの安定・

自立につながる 

 ①多様な市民ニーズに応えられる 

②より効率的・効果的な行政経営が実現

できる 

③「市民のための個性豊かなまちづくり」

が実現できる 

「市民」にとって 「行政」にとって 

③施設やシステムの継続的運営や維持管理における協働 

①施策提案や企画段階の協働 

②事業実施における協働 
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（4） 新たな視点（国等の動向 ほか） 

 1 持続可能な開発目標（SDGs）と本計画の関係 

 2015 年、国連サミットで「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が採択され、国際社

会共通の目標として「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals；SDGs）」

が示されました。これは、持続可能で多様性と包摂性のある社会を実現する 17 のゴールから構

成され、地球上の誰一人取り残さないことを誓ってます（図 3）。 

自治体においても地域における諸課題の解決に取り組むともに、SDGs に示される項目の推

進によって、国際社会が目指す持続可能な社会の実現に貢献していくことが求められています。  

本計画が掲げる「市民協働型まちづくり」の推進は、「17 パートナーシップで目標を達成しよ

う」の実現に資するものであり、市民と行政のパートナーシップを活性化することで、「1 から 16

までのゴール」を達成することにもつながります。これまで取り組んできた「市民協働型まちづく

り」をさらに深化・発展させ、将来にわたって持続可能な地域社会を実現することで、国際社会

が目指す持続可能な社会の実現にも貢献していくことが可能になります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 持続可能な開発目標（SDGs）  出典：国際連合広報センターHP 

 

 2 新型コロナウイルス感染症による市民活動への影響 

 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大に伴い、社会経済に非常に大きな影響が

及んでいます。人の移動や交流の機会の減少が市民活動への打撃となっており、市民活動団体

等アンケート調査の結果からも、日常的な活動の縮小や成果発表の機会が少なくなっているこ

とが伺えます。 

 オンラインでの繋がりが促進されるなど、対面や濃厚接触を避ける新しい生活様式に対応した

取り組みが進んではいますが、こうした状況が人と人との交流・連携など、直接的なつながりに

よる市民活動の重要性を改めて浮き彫りにしています。  
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  本市における市民協働の現状と課題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 「市民協働型まちづくり」の現状 

本計画の策定にあたり、関連する施策の実施状況や調査結果を踏まえて前プラン（2017 策定）の

評価・検証を行い、本市の「市民協働型まちづくり」の推進状況について整理します。 

 

施策の実施状況は、市民協働型まちづくり事業5申請件数、市民活動支援センター団体登録数

など「第四次御殿場市総合計画（後期基本計画）」で採用された指標に加え、市民活動支援事業

補助金6や市民参加・市民協働事業モデル地区事業補助金7といった助成制度の利用状況の推移

から見ていきます。 

また、定期的に実施される市民意識調査での市民協働に関する設問への回答（詳細は P30～参照）

のほか、本計画の策定にあたり実施した市民活動団体等へのアンケート調査の結果（詳細は P35

～参照）から、市民協働型まちづくりに関する施策への評価や市民協働型まちづくりの推進に係

る課題を把握します。 
  

                                            
5 市民協働型まちづくり事業 団体と市の担当課が協力、連携して実施する事業で、地域課題の解決など御殿

場がより住み良いまちになることを目指すものについて、補助金により財政的に支援するものです。はじめの一

歩事業、市民提案事業、行政提案事業の 3 つに分類され、それぞれ交付要件・条件や審査方法等が異なります。 

［はじめの一歩事業］ 1 団体 1 回限り、上限額 5 万円（補助対象経費の 100％まで） 

［市民提案事業/行政提案事業］ 上限額 30 万円（市民提案事業は補助対象経費の 90％まで、3 年間まで） 
 
6 市民活動支援事業補助金 市民活動団体の取り組みを支援するため、団体が自ら企画し実施する事業に対し

て補助金を交付するものです。（1 団体 1 回限り、上限額 3 万円） 
 
7 市民参加・市民協働事業モデル地区事業補助金 地域住民が地域の課題を自ら見つけ、その解決に取り組

む事業に対して補助金を交付するものです。（区が実施主体、上限額 30 万円（補助対象経費の 80％まで）） 

3 

市民交流センター「ふじざくら」 （萩原 988 番地の 1）        
子どもから高齢者まで、より多くの人が利用できる総合福祉機能を備えた交流施設で

す。市民活動の拠点であり、NPO 法人など市民活動団体を支援する「御殿場市民活動

支援センター」もこの施設内にあります。 

https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-16/g-16-1/2624.html
https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-16/g-16-1/2648.html
https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-16/g-16-1/2620.html
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 1 指標等の状況 

  ①助成制度の利用状況 

a)市民協働型まちづくり事業補助金 

 前プラン（2017）中の利用件数は

34 件（はじめの一歩事業 6 件、市

民提案事業 26 件、行政提案事業 

2 件）で、プラン（2012）中と比較して

11 件減少しています。 

市民提案事業の件数が減少してい

ること、また行政提案事業の提案が

ないことが顕著です。 

 

ｂ）市民活動支援事業補助金 

 前プラン（2017）中の利用件数は 7

件で、プラン（2012）中と比較して12

件減少しています。 

本助成制度は2011年度に開始さ

れました。 

2021 年度は新型コロナウイルス

感染症等の影響により市の財政状

況が悪化したことに伴い、新規の受

付を停止しています。 

 

ｃ）市民参加・市民協働事業モデル地区事業補助金 

 前プラン（2017）中の利用件数は 0

件で、プラン（2012）中と比較して 4

件減少し、近年は利用がない状況が

続いています。 

本助成制度は 2003 年度に開始

されました。 

地区による地区事業の支援が整っ

てきたことや、申請などのわずらわ

しさが減少の背景にあると考えられ

ます。 
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  ②市民活動支援センターの登録団体数 

 
 

前プラン（2017）中の登録団体数

の増減は ＋14 団体で、直近の

登録団体数は 154 団体（2022 年

3 月末現在）となっています。 

近年は高齢化や担い手不足等の

要因で解散する団体も増えてき

ており、登録団体数の伸びは鈍化

しています。 

 

 

COLUMN  御殿場市民活動支援センターについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談窓口   活動拠点/機材貸出し 
 
市民活動団体や NPO 法人

などの設立・運営に関する相

談をお受けしています。 

 また、市民活動を支援する

助成金の情報等についても

御案内します。 

 
 
打ち合わせスペースや、ロッ

カー、印刷機、紙折り機などが

利用できます。 

また、プロジェクターやスクリ

ーン、カメラなど、活動に役立

つ機材の貸出しも行います。 

 交流事業/成果発表   各種講座 
  
市民活動団体の活動成果を

発表する「市民活動見本市 

元気わくわくごてんばフェス

タ」の開催や、団体間の連携

をつくる「市民活動団体連絡

会」を実施します。 

 
  
市民活動団体の活動に役立

つ講座を開催します。 
 
〔開催している講座の例〕 

・団体の会計について 

・Zoom、SNS の使い方 

  

55

77

97 99 103
110

122
129

140140144148150154

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2007200820092010 2011 2012 2013 2014 20152016 2017 2018 201920202021

プラン（2007） プラン（2012） プラン（2017）

＋99 団体 ＋41 団体 ＋14 団体 

2008 開始 

アクセス・連絡先 
 

[所 在 地] 御殿場市萩原 988-1 

        （市民交流センター「ふじざくら」内） 

[開館時間] 9：00～17：00 （月曜定休日） 

［T E L］ 0550-70-6820 

[M a i l] info@gotemba-npo.net 
 

［MAP］          ［HP］  
御殿場市民活動支援センター           

市民活動の拠点として設置された施設です。 

市民活動団体等の活動を支援するため、市と連携 

して以下の事業に取り組んでいます。 

https://goo.gl/maps/i78Jf4Q9P369YVT96
https://gotemba-npo.net/
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48.5

23.4

21.0

20.4

19.5

18.1

3.2

2.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

地域住民への情報提供

活動の場の提供

資金援助

人材育成

地域住民への意識啓発

市職員の地域活動への参加

その他

無回答

21.2 

15.6 

15.4 

34.5 

32.2 

37.7 

8.3 

11.5 

10.0 

32.4 

33.1 

32.2 

1.5 

4.2 

2.4 

2.1 

3.4 

2.3 

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

2013

2016

2019

活動をしたことがあり、今後も続けていきたい 活動をしたことはないが、機会があれば活動したい

活動したことはあるが、今後は活動するつもりはない 活動したことはなく、今後も活動するつもりはない

その他 無回答

 

 

 

 2 市民意識調査（2013、2016、2019）の結果  ※P30～34 に調査概要・設問・結果（2019）を掲載 

①市民活動への参加状況 

  市民意識調査（2019）では、概ね

50％が市民活動の参加について

肯定的、概ね 40％が否定的な意

向となっています。 

 回答の傾向について性別で有意

な差はありませんが、年齢が上が

るにつれ肯定的な傾向が強くな

っています。 

 

②市民活動をする上での問題点 

 「活動するきっかけや機会が少

ない」「健康や家庭、仕事など活動

できない事情がある」「活動する

時間がない」がいずれも 30％程

度となり、上位の項目となってい

ます。 

なお「市民活動団体についての

情報が不足している」は低下傾向

にあり、支援センターによる取り

組みの成果と考えられます。 

 

③市民協働における行政のあり方 

  「 地区 住民 へ の情 報提 供 」が 

50％程度、それ以外の項目がい

ずれも 20％程度となっていま

す。 

 今後の市民協働型まちづくりの

推進のために、市民への更なる情

報提供やその方法について検討

していく必要があります。 

 

  

34.7

33.0

29.3

26.3

23.1

19.1

11.7

10.9

8.5

2.7

2.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

活動するきっかけや機会が少ない

健康や家庭、仕事など活動できない事情がある

活動する時間がない

活動の内容について情報が不足している

市民活動団体についての情報が不足している

誰でも活動に参加できるような仕組みが少ない

一緒に活動する仲間や有志を集めることが難しい

人間関係がわずらわしい

活動に伴う責任が重い

その他

無回答2019 調査 

2019 調査 

〔％〕 

〔％〕 

回答総数 N=658 

回答総数 N=658 

〔％〕 
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 3 市民活動団体等アンケート調査（2021）の結果 ※P35～44 に調査概要・設問・結果を掲載 

①団体が活動する上での課題 

  「新しい会員・若い世代の会員が

増えない」が 47.2％と最も多く、

その他の人材に関する課題もい

ずれも 30％を超えています。 

 また、「活動するための資金・資

機材が確保できない」も 29.2%

と高くなっており、活動の継続性

に課題を抱えていることが分かり

ます。 

 

②市民協働に関する市の施策、制度の認知度 

  市民協働に関する市の施策や計

画等に関する認知度は、「知って

いる」が 50％を超え、「聞いたこ

とがある」を含めれば 90％を超

えています。 

 ただし、助成制度は 80％を超え

る認知度がある一方で、実際に利

用したことがある団体は 40％程

度に留まっています。 

 

③「市民協働型まちづくり」を推進するために市が取り組むべき施策 

  「市民活動に関する情報の提供」

が50.0％と最も多く、次いで「資

金面の支援」「広報機会の提供」が

いずれも 40.3％となります。 

 情報の発信・共有への期待が高

く、また団体への直接的な支援の

必要性も高く認識されて 

いることが分かります。 

 

  

34.7

33.3

34.7

47.2

12.5

29.2

11.1

20.8

6.9

2.8

19.4

8.3

12.5

6.9

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

1 特定の個人への責任や作業の集中

2 スタッフの高齢化

3 活動の中心にある人材や後継者が育たない

4 新しい会員・若い世代の会員が増えない

5 活動するための場所・拠点が確保できない

6 活動するための資金・資機材が確保できない

7 専門知識（法律や制度、IT技術等）の不足

8 活動の認知度があがらない、あげる方法が分からない

9 行政（御殿場市）の理解・支援の不足

10 困ったときに気軽に相談できる場所・窓口がない

11 他の団体や地域との連携・協力の不足

12 市民から活動に対する理解が得られない

13 特に課題は感じていない

14 その他

73.6

52.8

41.7

23.6

38.9

40.3

2.8

8.3

18.0

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0

「市民協働型まちづくり」の認知度

「指針」「プラン」の認知度

「助成制度」の認知度

1 知っている

（活用したことがある）

2 聞いたことがある

（活用したことはない）

3 知らない

25.0

50.0

26.4

26.4

40.3

25.0

20.8

40.3

13.9

22.2

27.8

19.4

27.8

20.8

9.7

4.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

1 市民活動に関する相談機能の充実

2 市民活動に関する情報の提供

3 市民活動団体の相互交流の場の提供

4 活動機会の提供

5 資金面の支援

6 他団体の助成金情報の提供

7 事務所・会議室などの活動場所の確保

8 広報機会の提供

9 市の業務の委託推進

10 活動のノウハウを学ぶための講座・研修会

11 市民活動団体と行政が協働で実施する「市民協働型まちづくり」の推進

12 活動を手助けする人材を確保するための制度

13 市職員の市民活動や協働への意識向上

14 御殿場市民活動支援センターの機能充実・強化

15 よくわからない

16 その他

〔％〕 

〔％〕 

〔％〕 

回答総数 N=72 

回答総数 N=72 

回答総数 N=72 
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 4 前プラン（2017）の評価 

①前プラン（2017）の目指したもの 

 前プラン（2017）は、従来の市民協働型まちづくり推進プランを踏襲しつつ、市の総合計

画との連携を意識した改定方法、取組内容を盛り込んで策定されました。 

特に『これからの「市民協働型まちづくり」を推進するための方針』として、補助金による

支援が終了した団体へのフォローアップの強化や、地域公共人材の育成など協働の裾野

を広げる人材確保の試みに重点的に取り組むとしており、団体の活動や行政との協働の

取り組みが継続的なものとなっていくことを目指しました。 

②取組状況と評価（項目別） 

 1 市民協働型まちづ

くりの推進体制 

概ね計画どおりに取り組むことができましたが、協議会が補助金事業

の審査・評価に重点を置いており、市民協働型まちづくりの推進に関

する調査・審議などに十分な時間が割けていないことが課題です。 

2 市民活動支援機能

の強化 

市民活動支援センターが団体の設立等に関する相談やスキルアップ

講座を継続して実施しています。一方で、市民参加・市民協働事業モ

デル地区事業補助金が長らく利用されないなど、協働事業への助成

制度のあり方に課題があります。 

3 協働型の行政運営

に適した市役所の

組織体制づくり 

庁内市民協働推進員への研修を継続的に実施しており、市職員の協

働に対する理解は深まっています。一方で、行政提案事業など具体的

な協働の取り組みに繋がっていないことは課題です。 

4 これからの「市民協

働型まちづくり」を

推進するための方

針 

助成制度の終了後も担当課と連携して事業に取り組んだり、補助金

を受けて事業を継続したり、市との連携によるクラウドファンディン

グを通じて活動資金を確保したりするなど、活動を継続していくため

のフォローアップが行われました。 

しかし、所管課を超えた市民のネットワークへの対応や、自治体間連

携の強化は具体的な取り組みを欠いています。また、協働の裾野を広

げる人材確保の試みは、市民活動支援センターによる情報発信、講座

などが継続的に行われていますが、市民活動団体等アンケートの結果

では人材や担い手不足が依然として大きな課題となっています。 

 

③今後の方向性 

  前プラン（2017）で新たに示した『これからの「市民協働型まちづくり」を推進するための

方針』は、いずれも本市の課題に合ったもので、市民意識調査や市民活動団体等へのアン

ケートの結果を見ても、更なる取り組みが求められています。 

 前プラン（2017）で一部の取り組みが不十分に終わった結果を踏まえ、本計画の果たす

べき役割を整理し、計画の具体性・実効性を高めたものとする必要があります。 
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（2） 「市民協働型まちづくり」の課題 

各種指標、市民意識調査、市民活動団体等アンケート調査の結果、また前プラン（2017）の評価

などを踏まえて、市民協働型まちづくりを進めていく上で解決していかなければならない課題

を下記の 4 つに整理します。 

 

1 情報発信・共有  2 活動機会の不足 
  

市民意識調査から、市民協働型まちづくり

を進めていく上で「地域住民への情報提供」

を求める声が強く、また市民活動団体等アン

ケートからも「市民活動に関する情報の提

供」が求められていることが分かります。 

 施策に関する情報公開など開かれた行政

経営の推進に加え、市民活動団体や地域の

活動について広く情報を共有し、市民が協

働について知り、理解や納得を達成できる

ように、ターゲットに合った方法・内容の工

夫が必要です。 

 
 

 市民活動への参加状況について肯定的な

回答が半数近くある一方で、活動するきっか

けや余裕・時間がないことが市民活動を行う

上での問題点として多く挙げられています。 

 市民活動を始めやすく、続けやすい環境を

つくり、支援することが求められており、特

に新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い

市民活動団体の活動や発表の場所・機会が

制限される中で、市民活動や市民協働を盛

り上げ、支援していく方法にも工夫が必要で

す。 

3 活動への支援  4 職員の協働意識 
  

市民活動団体等の活動が持続可能なもの

となるように、団体の活動や協働事業への

直接的な支援が求められています。 

市民活動支援センターによる相談・情報発

信や団体間のネットワークづくりを通じての

支援のほか、あらゆる世代で市民活動を担

う人材の発掘・育成に取り組み、協働の裾野

を広げていかなければいけません。 

また、助成制度についても団体が活用しや

すく、満足度・効果が高く得られるものに見

直していく必要があります。 

 
 

市民協働型まちづくりを進めていくために

行政が果たすべき役割は依然として大きく、

市職員一人ひとりが市民活動や地域活動、

また協働について深く知り、理解するととも

に、自らの業務を協働により進めていく必要

があります。 

庁内市民協働推進員8の取り組みを見直し、

充実させていくなど、引き続き職員の意識改

革、能力の向上を図り、全庁的に市民協働を

推進していく体制をつくっていく必要があり

ます。 

  

                                            
8 庁内市民協働推進員 全庁的な市民協働推進体制をつくるため、市職員を「庁内市民協働推進員」に任命し、協働

に係る情報共有のほか、研修を実施し、知識の修得と市民協働意識の向上に努めています。 

 委員は 2 年任期で交代し、それぞれの所属での協働を主導する役割が期待されています。 
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  「市民協働型まちづくり」推進のための施策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「3 本市における市民協働の現状と課題」を踏まえて、本計画の期間中（2022▶2026）に取り組

むべき事項を、推進指針で定めた 「市民協働型まちづくり」を推進するための施策の方向性 に

基づき大きく 3 つの方向性に整理します（図 4）。 

取組項目は、特にこの5年間に注力して取り組む3つを重点項目として定め、その内容をP18

～20 に記載しました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 推進指針と本計画の役割分担   

推進指針と推進プランの役割分担        
推進指針と推進プランの役割分担を 2021 年の推進指針の改定で見直しました。 

推進指針は市民協働型まちづくりの基本的な考え方と施策の方向性を示し、推進プラ

ンは現状・課題の把握と課題等に対する具体的な取組項目を定めます。 

4 

推進指針 

「市民協働型まちづくり」 
の基本的な考え方 

（背景、定義、進め方、原則 など） 

協働の裾野を広げる取り組み 

人材の発掘・育成 

市民活動団体に対する支援 

活動・事業に対する支援 

推進プラン ※5 年ごとに改定 

「市民協働型まちづくり」 
の現状分析・振り返り 

（指標、市民意識調査 など） 

1 市民活動のきっかけをつくる講座の実施     【重】 

2 情報発信・共有の工夫 

3 助成制度の見直し                   【重】 

4 市民活動・協働事業の支援の継続 

行政の意識改革・体制づくり 

開かれた行政経営 

5 市民協働ガイドブックの作成             【重】 

6 庁内市民協働推進員の強化 

機運を高める 

1 

支援する 

2 

施策の方向性 具体的な取組項目 

基盤をつくる 

3 
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（1） 「協働」の機運を高める 

地域の課題を「自らのこと」として考え、その解決に取り組んでいく個人や団体の活動が協働

のまちづくりを支えます。みんなが「協働」について知り、市民活動団体などの活動に興味を持

ってもらえるように、情報発信・共有や啓発活動などにより協働のまちづくりを盛り上げてい

きます。 

 

 

 

 

 ［取組項目 1］ 市民活動のきっかけをつくる講座の実施              ▶ 詳細は P18 
  

市民活動を始めるきっかけをつくるとともに、まちづくりについて自ら考え、行動す

る人材を育てるため、課題発見、企画立案、グループワーク、プレゼンテーションなどの

方法について学ぶことができる実践的な講座を検討し、実施します。 

 ［取組項目 2］ 情報発信・共有の工夫 

 
 

協働や市民活動について広く市民に知っていただくために、市と市民活動支援センタ

ーが連携して市民活動情報の発信を行います。また、発信・共有の方法を工夫し、より

多くの方が情報に触れることができるようにします。 

   

 ▲市民活動支援センターホームページでの情報発信 

  （団体の活動、助成金、支援センター主催行事の情報発信） 

▲市民協働型まちづくり事業補助金 

       提案会の様子 （YouTube 掲載） 
  

〔推進指針に定めた項目〕 

「協働」「市民協働型まちづくり」の周知 

「市民活動団体」などの活動の周知 

協働の裾野を広げる取り組み 

〔主な評価指標〕 

・市民活動支援センター 登録団体数 

・市民意識調査の結果  

「市民活動への参加状況」  

「市民活動をする上での問題点」 

1 

2 

3 

具体化するための取り組み 

重点 
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（2） 「協働」を支援する 

市民活動団体などの活動が持続可能なものとなるように、団体やその活動を盛り上げていく

ことが必要です。活動の担い手となる人材の育成や、団体の活動に対する支援、また、市民と

行政が協働で行う事業に対する支援などを行います。 

 

 

 

 

 

 ［取組項目 3］ 助成制度の見直し                             ▶ 詳細はP19 
  

市民活動や市民協働を資金面で支援する助成制度の内容を検証・検討し、目的、方

法、基準等を明確にした新たな助成制度の枠組みをつくります。 

 ［取組項目 4］ 市民活動・協働事業の支援の継続 

 
 

市民協働型まちづくり事業補助金などを通じて市民活動団体と市が協力して行う事

業を財政的に支援するほか、市民活動支援センターによる活動の支援に継続して取り

組みます。また、支所とも連携を図りながら、市民活動団体等の情報発信の取り組みを

支援するとともに、団体間の連携を促進します。 

   

 ▲市民活動見本市「元気わくわく  

  ごてんばフェスタ」 での活動発表 

▲市民活動団体連絡会の様子 

  （団体間の情報交換・関係づくり） 
  

〔推進指針に定めた項目〕 

人材の発掘・育成 

市民活動団体に対する支援 

活動・事業に対する支援 

〔主な評価指標〕 

・助成制度の利用件数 

・助成制度の利用団体アンケート 

・市民意識調査の結果   

「市民活動をする上での問題点」 

「市民活動における行政のあり方」 

1 

2 

3 

具体化するための取り組み 

重点 
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（3） 「協働」を支える基盤をつくる 

「市民協働型まちづくり」を担う行政の意識改革や、庁内横断的に協働を進めるための体制づ

くりが必要です。また、市民と行政が市民協働型まちづくりの推進に関する事項を協議する場

を設けるなど、協働によるまちづくりを進めます。 

 

 

 

 

 

 ［取組項目 5］ 市民協働ガイドブックの作成                      ▶ 詳細はP20 
  

市民協働型まちづくりについて分かりやすく伝えるために、これまでに行われてきた

取り組みや、現在行われている取り組みについて紹介する「市民協働ガイドブック」を

市民と行政の協働で作成し、活用します。 

 ［取組項目 6］ 庁内市民協働推進員の強化 

 
 

庁内市民協働推進員に対する研修を実施するとともに、情報共有を進め、全庁を挙げ

て市民協働に取り組む意識の向上を図ります。また、庁内市民協働推進員のあり方を

検討し、より力強く市民協働型まちづくりを推進できる体制をつくります。 

   
 
 

 ▲市民協働型まちづくり推進協議会 

（市民委員・市職員委員による協議） 

▲庁内市民協働推進員研修 

（職員一人ひとりの協働意識の向上） 

〔推進指針に定めた項目〕 

行政の意識改革・体制づくり 

市民と行政の協議の場の設置 

開かれた行政経営 

〔主な評価指標〕 

・庁内市民協働推進員意識調査 

・市民意識調査の結果  

「市民活動への参加状況」  

「市民活動をする上での問題点」 

「市民活動における行政のあり方」 

具体化するための取り組み 

重点 

 

1 

2 

3 
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［内容］ 

 市民活動が盛り上がっていくためには、市民が市民活動に興味を持ち、始めやすく続けや

すい環境が必要です。市民活動を始めるきっかけをつくるとともに、まちづくりについて自

ら考え、行動する人材を育てるため、課題発見、企画立案、グループワーク、プレゼンテーシ

ョンなどの方法について学ぶことができる実践的な講座を検討し、実施します。 

2022・2023 年度に企画を立て、試行実施し、その反省を踏まえて 2024 年度からの

本格的な講座実施を目指します。 

  

  
 

・実施体制の検討 （運営方法・講座内容の検討、試行実施による見直し） 

・協力者の確保 （既存の市民活動団体、区や地区、学校との連携） 

・参加者の確保 （あらゆる世代へのアプローチ（学生、現役世代、退職世代）） 

・講座修了後の支援体制の構築 （情報発信、助成制度の活用、行政との協働・支援） 

［目標（目指すべき状況）］ 

 ・「市民協働」や「市民活動」を知り、団体や事業の中核を担う人材が育成できている 

・あらゆる世代に対して「市民協働型まちづくり」を知ってもらう環境が整っている 

［スケジュール］ 

 内容・年度 2022 2023 2024 2025 2026 

（1） 企画・調整/見直し      

（2） 試行実施      

（3） 実施・継続      
 

  

重点項目 1 

市民活動のきっかけをつくる講座の実施 

Point 
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［内容］ 

 市民活動や市民協働による事業を資金面で支援する制度として「市民協働型まちづくり事

業補助金」など 3 種がありますが、利用件数の減少が大きな課題となっています。 

市民活動を始めやすい環境をつくるためにも、直接的な支援制度は重要です。このため、

より市民活動団体等に選ばれ、かつ効果的な仕組みを検討し、実施します。 

2022・2023 年に他自治体の事例研究や現行制度の利用団体等へのヒアリングを行

い、2023・2024 年に協議会での検討と制度化（補助金交付要綱の策定、予算化）を進

め、2025 年度事業からの新たな制度への移行を目指します。 

  

  
 

・現行制度の評価、検証 （課題・問題の洗い出し、解決策の検討） 

・他自治体の事例研究 （近隣自治体・先進自治体等の支援施策について） 

・審査選考基準、条件の明確化 （団体、事業の満たすべき条件、審査方法） 

・助成以外の方法による事業や団体の支援の検討 （クラウドファンディング支援ほか） 

［目標（目指すべき状況）］ 

 ・助成制度を利用する団体の満足度が高まり、より市民に求められる制度となっている 

・効果的な事業が実施され、より市民の暮らしが豊かになるような助成制度になっている 

［スケジュール］ 

 内容・年度 2022 2023 2024 2025 2026 

（1） 調査・検証      

（2） 検討・制度づくり      

（3） 新制度の実施      
 

  

重点項目 2 

助成制度の見直し 

Point 
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［内容］ 

 本市が市民協働型まちづくりを掲げて 15 年ほど経ちましたが、まだ市民協働や市民活動

といった言葉が広く認知されてはいません。市民だけではなく市の職員も協働について知

り、理解を深めていくために、様々な分野で行われている市民協働や市民活動をまとめた

事例集を軸に「市民協働ガイドブック」をつくり、公開します。 

2022 年度に庁内市民協働推進員と市民協働型まちづくり推進協議会が中心となってガ

イドブックの構成を検討し、作成します。ガイドブックは公開するとともに、市職員の研修等

でも活用します。 

  

  
 

・ワーキンググループによる内容の検討 （庁内市民協働推進員、協議会委員の連携） 

・市民活動団体等へのヒアリング （インタビュー、実際の活動の様子などを伝える） 

・庁内、庁外での活用を前提とした内容に （研修での活用） 

 ⇒つくる過程自体に意味を持たせる （職員の意識改革、情報発信の強化、団体との連携） 

［目標（目指すべき状況）］ 

 ・市民の市民協働や市民活動への認知度が高まり、組織や活動への理解が深まっている 

・市職員が市民活動を広く知り、事業を協働によって実施する意識が根付いている 

［スケジュール］ 

 内容・年度 2022 2023 2024 2025 2026 

（1） 構成検討      

（2） 作成      

（3） ガイドブックの活用      
 

  

重点項目 3 

市民協働ガイドブックの作成 

Point 
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  振り返り・評価の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1） 年度ごとの振り返り・公表 

本計画に定めた取組項目を計画的に実施するために、市民（公募委員、市民活動団体関係

者、知識経験者ほか）と市職員でつくる市民協働型まちづくり推進協議会に進捗状況を報告

し、意見を求めます。市は年度ごとの取組状況と協議会による評価の結果をまとめ、報告書と

して公表します。 

なお、本計画を進めるにあたっては、

PDCA サイクルの考え方（Plan=計画、Do

＝実施、Check=点検、Action=改善 を

繰り返して業務改善を図っていくこと）を取

り入れて進めていきます。 

市民協働型まちづくりを推進していくため

のツール（推進指針や事業の実施マニュアル

など）を活用して協働の普及に努めるととも

に、ツールそのものの見直しを図っていくこ

ととします。 

 

 

 （2） 総括、次期計画への反映 

本計画の成果・実績や評価は、年度ごとの振り返りや市民意識調査、市民活動団体等へのア

ンケート調査を踏まえ計画最終年に総括し、その結果は次期市民協働型まちづくり推進プラ

ン（2027）への改定にあたっての基礎として活用します。 
  

5 

Plan

Do

Check

Action

プランの策定 

（見直しの反映） 

取組項目の実施 

振り返り・評価 

（進捗状況の把握） 

プランの見直し 

富士山市民のサロン けやきかん （新橋 2004 番地の 1）        
市民の生涯学習及び多様な世代の交流を促進し、社会教育の推進を図るために JR 御

殿場駅前に設置された施設です。子育て世代の交流や、中高生などの自習室、生涯学

習団体等の活動など広く利用されています。 
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  参考資料 
 

（1）計画の策定体制・経過について 

1 計画の策定体制 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

本計画の策定にあたっては、学校法人明治大学と調査・研究に関する契約を締結し、市民活動

団体等の実態調査、協働事業、他自治体の先進的な取り組みに関する調査・研究などについて

支援・協力を受ける公学連携の形で改定作業を進めました。 

また、市民協働型まちづくり推進協議会及び同協議会に設置した市民協働型まちづくり推進プ

ラン改定作業委員会において市民委員に参加いただいて議論を進めたほか、市民意識調査、市

民活動団体等アンケート、パブリックコメントの実施などを通じて市民意見を反映しました。 
 

市民協働型まちづくり推進協議会 委員名簿 （2021 年 4 月 1 日現在）             （敬称略） 

区分 氏名 所属団体等 作業委員会 役職 

1 号委員 根上 清逸 公募委員 ○  

（公募） 富岡 智奈美 公募委員   

2 号委員 菊池 いづみ 御殿場市図書館ボランティアの会   

（市民活動団体） 滝口 兼光 NPO 法人御殿場市スポーツ協会   

 小宮山 なほみ 御殿場市ボランティア連絡協議会 ○  

 杉澤 良夫 御殿場市区長会   

 刈山 祐江 ごてママ（御殿場ママ活情報局）   

3 号委員 勝亦 悦子 御殿場市民活動支援センター ○ 副会長 

（知識経験者） 立道 佳之 御殿場総合サービス（株）   

 山本 裕一 （知識と経験を有する者）  副会長 

 芹澤 直己 （知識と経験を有する者） ○ 会長 

4 号委員 細谷 志野 御殿場市役所 企画課   

（市職員） 勝又 洋平 御殿場市役所 子育て支援課 ○  

 上原 正典 御殿場市役所 公園緑地課   

 渡邉 ゆか里 御殿場市役所 学校教育課 ○  
  

6 

御
殿
場
市 

             

市民協働型まちづくり推進協議会 

（市民委員 11 名、市職員 4 名 計 15 名） 

作業委員会 

（協議会委員より 6 名） 

事務局 

（市民協働課） 

明
治
大
学 

公学連携 

パブリックコメント        市民意識調査         市議会 

市民活動団体等アンケート 
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2 計画の策定経過 
 

年月 協議会・作業委員会 事務局 その他 

2021 年 

4 月 

第 1 回協議会 ［2021 年 4 月 23 日］ 

 （改定方法の確認、作業委員会メンバー選出） 
 

5 月  
明治大学と契約締結 

  （調査・研究に関する委託契約） 

6 月  市民活動団体等アンケート 実施 

7 月 
第 1 回作業委員会 ［2021 年 7 月 15 日］ 

 （前プラン（2017）振り返り、施策の検討） 
 

8 月 
第 2 回作業委員会 ［2021 年 8 月 12 日］ 

 （素案の検討） 
 

9 月   

10 月 
第 4 回協議会 ［2021 年 10 月 21 日］  

（素案の協議） 
 

11 月 

第 3 回作業委員会 ［2021 年 11 月 11 日］ 

  （原案の検討） 

第 5 回協議会 ［2021 年 11 月 19 日］ 

 （原案の協議・決定） 

 

12 月  調整会議 

2022 年 

1 月 
 

庁議 

パブリックコメント 

2 月  パブリックコメント結果公表 

3 月 
第 7 回協議会 ［2022 年 3 月 3 日］ 

  （市民協働型まちづくり推進プラン 完成報告） 
 

4 月 

 議会説明 

市民協働型まちづくり推進プラン（2022） 策定 ［2022 年 4 月］ 
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（2）本市のこれまでの取り組みについて 

市民協働型まちづくりの取り組み 年度  
助成制度 

（補助金） 

指
針 

プ
ラ
ン 

                                                                                                                                                                                         
2003   

 
   

指針検討 2004 
  

    

 推進指針 策定 

市民協働型まちづくり推進協議会 設置 
2005     

 
 

市民協働キックオフ大会 2006       

 推進プラン 策定 2007      
 

市民活動支援センター 開設 2008       

        

        

庁内市民協働推進員 開始 2011    
 

  

 推進プラン 改定 2012    
 

  

       
 

        

       
 

 
       

 推進プラン 改定 2017      
 

        

        

 
       

 推進指針 改定 2021       

 推進プラン 改定 2022     
  

 

分かりやすさを 

重視しつつ 

プランとの役割 

分担を明確に 

市の総合計画等との連携を意識 

これからの「市民協働型まちづくり」 

を推進するための方針 

（市民へのフォローアップ、人材育成） 

ターゲットを「あらゆる世代」に 

市民活動支援センターの強化 

マニュアルの活用を進める 

市民活動支援センターの開設 

既存事業の評価・点検 

（マニュアル化） 

市民と行政の協働により策定 

「市民協働型まちづくり」の基本的な 

考え方と、目指すべき方向性を提示 

 

具体的な行動計画としての位置付け 

を明確にし、3 つの重点項目を軸と

した取組体制をつくる 

〔市
民

公
益

活
動

促
進

事
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金
〕
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0
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（3）具体的な事例の紹介 

 

 

〔事業概要〕 

「富士岡南部地区に本格的な公園を」 

このテーマのもと、町屋区を中心とした有志による「（仮称）富士岡南部公園建設推進委員会」が発足。

市とともに 2014 年度に基本構想作成、2015 年度実施設計を経て、2016 年度末に完成。 

市民協働型公園としては市内で初の試みであり、住民の意見、労力を取り入れ整備を行いました。 

〔団体の声〕 

2017 年４月の開園以来、 
 

〇中高年者が参加する「朝のラジオ体操会」や「癒しの森の散策ウォーク」 

〇休日や夕方の子供達の「人工芝すべり台」での歓喜の声 

〇町屋区花の会・さつき学園による花壇の手入れ 

〇家族連れの昼食や各種ボランティア団体のミーティング場所として利用が盛んな「ふれあい工房」 

〇「竹細工と流しソーメンを楽しむ集い」、「落ち葉のプールと焼き芋を楽しむ会」等、季節ごとのイベント 
 

といったように、近隣住民にとってかけがえのない場所となっています。 

〔担当課の声〕 

2017 年９月に御殿場市と神山自然公園を育てる会により「神山自

然公園運用パートナー協定」を締結しました。公園の運用に関し、指

定管理者も含め三者で連携・協力することを確認しています。神山自

然公園を育てる会が隔月で運営委員会を開催しているため、市・指定

管理者も委員会に参加し、公園の維持管理やイベント、また課題点等

を定期的に話し合っています。 

「安全・安心」が基本にある公園において、「できること」と「できない

こと」の判断が難しいことも多々ありますが、神山自然公園を育てる

会の熱い気持ちを汲み取り、「できること」を三者で協力して行って

いきます。 

 

 

【市民活動団体と市の担当課との協力・連携による事業】 

神山自然公園の整備・管理 
 
 
 

団体名：神山自然公園を育てる会 

担当課：公園緑地課 

 

 

▲公園の基本構想づくりや実施設計か

ら、整備、管理・運営まで、地域住民と

市が連携・協力して取り組んでいる。 

https://www.g-parks.jp/gparks/%E7%A5%9E%E5%B1%B1%E8%87%AA%E7%84%B6%E5%85%AC%E5%9C%92
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〔事業概要〕 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて困窮世帯が増加する中、即効性のあるフードバンク事業を

地域とともに推進していく形を作るものです。また、市内で活動する子ども食堂への支援や、フードロ

ス問題の解決にも取り組みます。 

〔団体の声〕 

未曽有のコロナによる影響で、困窮世帯が増え

る中、「地域の課題」を「地域の助け合いの輪」で

支えたい。その一つが、フードバンク事業です。 

個人や企業、団体から寄贈された食料等を一括

して受入れ・管理し分配する。「御殿場・小山フー

ドバンク協議会」が管理・運営を行うことで、困窮

世帯への支援をスムーズに進めていきます。 

また、フードロス問題を抱える企業や、フードバ

ンクに集まった業務用食材を、市内の子ども食

堂と繋げることにより、子ども達の健やかな成

長を支援していきます。 

 〔担当課の声〕 

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する

中、生活に困窮する世帯が多くあります。 

2020 年度から本団体の活動が開始され、多く

の市民、企業、団体の皆様から、たくさんの食料

寄付をいただき、延べ 300 世帯に食料支援を行

うことができました。 

また、市内の 3 つの子ども食堂への米や調味料

などの食材支援にもつながりました。 

2021 年度も食料支援活動を続ける中で、地域

における支援の輪が広がるよう、皆様のご協力

をお願いします。 

〔ボランティア参加者の声〕 

 

【市民協働型まちづくり事業補助金 市民提案事業（2021）】 

御殿場・小山フードバンクプロジェクト 
 

団体名：御殿場・小山フードバンク協議会 御殿場支部 

担当課：社会福祉課 
 

分 野：保健・医療・福祉の増進/海外協力・外国人支援/環境・暮らし/ 

子育て・教育・青少年/まちづくり/地域子ども食堂 

▲ボランティアとして参加する学生たち 

私が今できることは、ボランティアに参加すること、フード

バンクという取り組みをしている団体が近くにあることを

知ってもらうことです。寄付をする人がいても、梱包作業を

する人がいなくてはフードバンクは成り立ちません。また、

梱包作業をする人がいても、寄付をしてくれる人がいなく

ては成り立ちません。まずは支援の輪を広げるため、多くの

人に知ってもらうことが大切だと思います。 
 

（県立小山高等学校 3 年） 

https://www.facebook.com/%E5%BE%A1%E6%AE%BF%E5%A0%B4%E5%B0%8F%E5%B1%B1%E3%83%95%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%90%E3%83%B3%E3%82%AF%E5%8D%94%E8%AD%B0%E4%BC%9A-106535654972198
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〔事業概要〕 

御殿場の観光振興を進めていくために、その魅力を伝える観光ボランティアガイドの役割が非常に重

要ですが、市内で活動する観光ボランティアガイドはごく僅かです。このため、御殿場の豊かな自然、

食、歴史、文化などの魅力を知っていただく講座を開催するなど、観光ボランティアガイドの養成に取り

組みます。 

〔団体の声〕 

本会は御殿場市を訪れる人々に、御殿場市の豊か

な自然・食・歴史・文化を紹介し、御殿場市のイメー

ジアップを促進し、御殿場市の観光振興に資するこ

とを目的としています。会員が未だ埋もれたままの

御殿場市の新たな観光資源・魅力を発掘し、ガイド・

案内技術の向上を目指して研鑽を積み御殿場を観

光紹介する人材育成の場としていきたいです。 

本事業を開催することで 20 代から 70 代の新会

員 8 名を迎えることができ、更なるガイド・案内技術

向上のための事業を継続し、御殿場市に訪れる人々

をガイドできる人材の育成に取り組みます。 

 〔担当課の声〕 

素晴らしい伝統や文化があっても、それらを

伝えることができないと、その良さは半減し

てしまいます。逆に、それらの歴史や背景を

理解することでその良さは倍増します。 

本事業では、たくさんある御殿場市の奥深

い魅力を学び、伝え、紡いでいっていただけ

る人材が育つきっかけのひとつになると期待

しております。 

本事業をきっかけとした御殿場ボランティ

アガイド協会の今後の活動に注目していきた

いと思います。 

〔参加者アンケートで寄せられた声〕 

 

  

・東山旧岸邸でガイドをしていますが、もっと御殿場のことを 

知り、多くの方に御殿場を紹介したいと思い受講しました。 

・御殿場市の魅力は一体何だろうか？と考えさせられた。誇 

れる物は何か？とパッと言えるようになりたいと思う。 

                                

 など 

【市民協働型まちづくり事業補助金 はじめの一歩事業（2021）】 

観光ボランティアガイド養成講座 
 

団体名：御殿場ボランティアガイド協会 

担当課：観光交流課 
 

分 野：子育て・教育・青少年/生涯学習/文化・スポーツ/まちづくり 

▲観光ボランティアガイド養成講座 
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（4）市民協働型まちづくり事業補助金 活用事業一覧 （前プラン（2017）期間中、担当課別） 

 

魅力発信課 

 御殿場フィルムコミッション支援事業 （2017-2019） 

NPO 御殿場フィルムネットワーク 

 ご縁をむすび隊プロジェクト （2017） 

ご縁をむすび隊プロジェクト 

 黒澤明監督と御殿場 （2019-2020） 

御殿場黒澤明学術会 

 御殿場の魅力発掘事業 （2020-2021） 

御殿場の魅力発掘隊 

社会福祉課 
 御殿場・小山フードバンクプロジェクト （2021） 

御殿場・小山フードバンク協議会 御殿場支部 

子育て支援課 

（子ども家庭センター） 

 食育とキッズクッキング （2015-2017） 

キラキラキッズクッキング 

 我が家流子育てをつくろう！～家族のコミュニケーション力向上事業～  

（2015-2017） 

Motherese（マザリーズ） 

 親と子の発達支援プロジェクト （2017-2018） 

道しるべの会 

 子育て中のお母さんの居場所づくり「いっぽ」事業 （2021） 

Motherese（マザリーズ） 

長寿福祉課 
 認知症カフェの運営事業 （2016-2017） 

協同組合森の腰商栄会・御殿場まちづくり株式会社 ⇒ （株）陽向 

健康推進課 

 流産・死産・新生児死・中絶で子を亡くした方へのサポート事業 

～マロウお空の天使を想う会～ （2021） 

御殿場助産師会 

 

 

［市民協働型まちづくり事業補助金を活用した事業について］ 

市民協働型まちづくり事業補助金を活用した事業の概要は、市ホームページに掲載しています。 

https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-16/g-16-1/2624.html 
  

https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/g-16/g-16-1/2624.html
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環境課 

 御殿場口の外来植物及び侵入植物を駆除するためのハンドブック作成 

（2015-2017） 

NPO 法人富士山ホシガラスの会 

 御殿場市における生物多様性の調査・啓発活動 （2019-2021） 

特定非営利活動法人 土に還る木 森づくりの会 

農政課 

 印野旧石田家を活用した地域振興と文化財保全 （2017） 

印野地域振興イベント事務局 

 在来作物の伝承事業 （2018-2019） 

「みくりや」農と食の研究会 

商工振興課 
 HALLOWEEN in GOTEMBA （2018-2019） 

一般社団法人 御殿場青年会議所 

観光交流課 

 富士山みくりやよってかっ祭 （2016-2017） 

富士山みくりやよってかっ祭 

 「富士の麓の美味しいレシピ おうちでいただきます」情報発信事業 （2020） 

富士の麓の美味しいレシピ 御殿場プロジェクトチーム 

 御殿場ボランティアガイド養成講座 （2021） 

御殿場ボランティアガイド協会 

市民スポーツ課 
 ベンチャースポーツフェスタの開催 （2021） 

ブールスポーツ御殿場 

危機管理課 

 防災都市御殿場づくり体験の日 （2016-2018） 

防災都市御殿場づくり体験の日実行委員会 

 家族を守るママ防災 （2020-2021） 

御殿場ママ活情報局 

社会教育課 
 令和の世によみがえる御殿場馬車鉄道復元プロジェクト （2021） 

御殿場馬車鉄道研究会 
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（5）市民意識調査について 

 1 調査の概要 

  市民の声をまちづくりに反映させ、市政をより良くすることを目的として、市への定住

意向のほか、各課から要望のあった項目について調査を実施するものです。 

  〔2013 調査（市民満足度調査）〕 

  

 

調査対象 御殿場市に居住する 20 歳以上の男女 （標本数＝2,500 人） 

抽出方法 住民基本台帳に基づく単純無作為抽出 

調査期間 2013 年 11 月上旬～11 月下旬 

調査方法 郵送調査法 

回 収 率 45.4％ （回答総数 1,135 人） 

  〔市民協働に関する設問〕 

①「市民協働でのまちづくり」のあり方 

  問 20.行政と市民が目的や目標を共有して双方が対等な立場で協力・連携して、地域の課題や

公共的な課題に取り組むことを「市民協働」と言います。あなたは「市民協働でのまちづくり」と

は、どうあるべきだと思われますか。 
 

②市民協働における行政のあり方 

  問 21.あなたは、市民と行政の「市民協働」のために、行政に求められるものは何だと思われま

すか。（○は 2 つまで） 
 

③市民活動への参加状況 

  問 22.あなたは、ボランティア活動、NPO 活動などの市民活動をしたことがありますか。 
 

④市民活動への参加形態 

  問 22-1.問 22 で「1.活動したことがあり、今後も続けていきたい」、「2.活動したことはない

が、機会があれば活動したい」と回答した方にお聞きします。どのような形で活動をしたいです

か（または、していますか）。（○はいくつでも） 
 

⑤市民活動をする上での問題点 

  問 23.市民活動をする上での問題点はありますか。（○は 3 つまで） 
 

⑥「御殿場市民活動支援センター」の利用状況 

  問 24.市民活動団体への情報提供や活動運営相談等をして支援・育成する施設が市民交流セ

ンター「ふじざくら」内に「御殿場市民活動支援センター」としてありますが、この施設を利用し

たことはありますか。 

  

市ホームページ 

結果報告書 

（PDF） 

https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/kanri/assets/uploads/2016/01/25shiminmanzokudo.pdf
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  〔2016 調査（市民意識調査）〕 

  

 

調査対象 御殿場市に居住する 20 歳以上の男女 （標本数＝1,500 人） 

抽出方法 住民基本台帳に基づく単純無作為抽出 

調査期間 2017 年 2 月中旬～2 月下旬 

調査方法 郵送調査法 

回 収 率 43.1％ （回答総数 646 人） 

  〔市民協働に関する設問〕 

①市民活動への参加状況 

  問 6.あなたは、ボランティア活動、NPO 活動などの市民活動をしたことがありますか。 
 

②市民活動をする上での問題点 

  問 7.市民活動をする上での問題点はありますか。（○は 3 つまで） 
 

③市民協働における行政のあり方 

  問 8.あなたは、市民と行政の「市民協働」のために、行政に求められるものは何だと思われま

すか。（○は 2 つまで） 

  〔2019 調査（市民意識調査）〕 

  

 

調査対象 御殿場市に居住する 18 歳以上の男女 （標本数＝1,500 人） 

抽出方法 住民基本台帳に基づく単純無作為抽出 

調査期間 2019 年 10 月中旬～10 月下旬 

調査方法 
郵送調査法及びしずおか電子申請サービス 

による WEB 回答 

回 収 率 43.9％ （回答総数 658 人） 

  〔市民協働に関する設問〕 

①市民活動への参加状況 

  問 6.あなたは、ボランティア活動、NPO 活動などの市民活動をしたことがありますか。（○は

1 つ） 
 

②市民活動をする上での問題点 

  問 7.市民活動をする上での問題点はありますか。（○は 3 つまで） 
 

③市民協働における行政のあり方 

  問 8.あなたは、市民と行政の「市民協働」のために、行政に求められるものは何だと思われま

すか。（○は 2 つまで） 
  

市ホームページ 

結果報告書 

（PDF） 

市ホームページ 

結果報告書 

（PDF） 

https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/kanri/assets/uploads/2016/03/c1c8733ee89707dcd90a58b0995ba401.pdf
https://www.city.gotemba.lg.jp/gyousei/kanri/assets/uploads/2016/03/R1_shiminishikityousa.pdf
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 2 集計結果の概要 （市民意識調査（2019）の結果） 

  市民協働に関する各設問に対する回答状況は以下のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

①市民活動への参加状況 

  問 6.あなたは、ボランティア活動、NPO活動などの市民活動をしたことがありますか。 

（○は 1つ） 

15.3 37.8 10.0 32.2

2.4 2.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

活動をしたことがあり、今後も続

けていきたい

活動をしたことはないが、機会が

あれば活動したい

活動したことはあるが、今後は活

動するつもりはない

活動したことはなく、今後も活動

するつもりはない

その他

無回答

回答総数 N=658 

合計

活動をしたこと

があり、今後も

続けていきた

い

活動をしたこと

はないが、機

会があれば活

動したい

活動したこと

はあるが、今

後は活動する

つもりはない

活動したこと

はなく、今後も

活動するつも

りはない

その他 無回答

658 101 248 66 212 16 15

男性 283 18.0 36.7 12.4 29.3 1.8 1.8

女性 368 13.6 39.1 8.4 35.1 3.0 0.8

男性18～29歳 35 20.0 14.3 17.1 42.9 2.9 2.9

男性30～39歳 31 6.5 35.5 16.1 41.9 0.0 0.0

男性40～49歳 25 4.0 60.0 4.0 32.0 0.0 0.0

男性50～59歳 41 26.8 39.0 7.3 22.0 4.9 0.0

男性60～64歳 34 17.6 52.9 17.6 11.8 0.0 0.0

男性65歳以上 116 20.7 32.8 12.1 29.3 1.7 3.4

女性18～29歳 45 11.1 37.8 13.3 35.6 2.2 0.0

女性30～39歳 53 7.5 39.6 7.5 45.3 0.0 0.0

女性40～49歳 64 9.4 39.1 6.3 42.2 3.1 0.0

女性50～59歳 63 7.9 60.3 4.8 20.6 4.8 1.6

女性60～64歳 31 19.4 45.2 3.2 29.0 3.2 0.0

女性65歳以上 111 21.6 26.1 11.7 35.1 3.6 1.8

性

別

性

別
×

年
齢

階
層

別

全体

区分

※性別、及び性別×年齢別の各項目の合計数が合計と合致しないのは未記載による。

※「合計」欄及び「全体」欄は回答人数（人）、それ以外の欄は回答の比率（％）を表示している。
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②市民活動をする上での問題点 

  問 7.市民活動をする上での問題点はありますか。 （○は 3つまで） 

34.7

33.0

29.3

26.3

23.1

19.1

11.7

10.9

8.5

2.7

2.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

活動するきっかけや機会が少ない

健康や家庭、仕事など活動できない事情がある

活動する時間がない

活動の内容について情報が不足している

市民活動団体についての情報が不足している

誰でも活動に参加できるような仕組みが少ない

一緒に活動する仲間や有志を集めることが難しい

人間関係がわずらわしい

活動に伴う責任が重い

その他

無回答
回答総数 N=658 

〔％〕 

合計

活動す

るきっか

けや機

会が少

ない

健康や

家庭、仕

事など

活動で

きない事

情があ

る

活動す

る時間

がない

活動の

内容に

ついて

情報が

不足して

いる

市民活

動団体

について

の情報

が不足

している

誰でも活

動に参

加できる

ような仕

組みが

少ない

一緒に

活動す

る仲間

や有志

を集める

ことが難

しい

人間関

係がわ

ずらわし

い

活動に

伴う責任

が重い

その他 無回答

658 228 217 193 173 152 126 77 72 56 18 15

男性 283 32.2 25.8 31.1 29.0 27.9 24.4 13.1 9.2 6.7 1.4 1.8

女性 368 37.2 39.1 28.5 24.7 19.8 15.5 10.9 12.5 10.1 3.8 0.8

男性18～29歳 35 40.0 14.3 42.9 20.0 22.9 11.4 25.7 8.6 5.7 0.0 2.9

男性30～39歳 31 38.7 25.8 51.6 22.6 19.4 12.9 0.0 19.4 3.2 3.2 0.0

男性40～49歳 25 36.0 32.0 56.0 20.0 32.0 24.0 4.0 8.0 8.0 0.0 0.0

男性50～59歳 41 29.3 36.6 36.6 31.7 34.1 9.8 12.2 4.9 7.3 0.0 0.0

男性60～64歳 34 38.2 20.6 32.4 44.1 26.5 35.3 14.7 5.9 5.9 0.0 0.0

男性65歳以上 116 26.7 25.9 14.7 30.2 29.3 33.6 14.7 9.5 7.8 2.6 3.4

女性18～29歳 45 46.7 31.1 44.4 26.7 24.4 15.6 8.9 11.1 4.4 2.2 0.0

女性30～39歳 53 35.8 34.0 39.6 24.5 20.8 13.2 13.2 18.9 7.5 5.7 0.0

女性40～49歳 64 35.9 45.3 34.4 26.6 21.9 6.3 4.7 18.8 15.6 1.6 0.0

女性50～59歳 63 31.7 54.0 39.7 25.4 25.4 14.3 14.3 11.1 7.9 3.2 3.2

女性60～64歳 31 41.9 51.6 6.5 29.0 12.9 19.4 12.9 3.2 12.9 0.0 0.0

女性65歳以上 111 36.9 29.7 13.5 21.6 15.3 21.6 11.7 9.9 10.8 6.3 1.8

※性別、及び性別×年齢別の各項目の合計数が合計と合致しないのは未記載による。

区分

全体

性

別

性

別
×

年
齢

階
層

別

※「合計」欄及び「全体」欄は回答人数（人）、それ以外の欄は回答の比率（％）を表示している。
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③市民協働における行政のあり方 

  問 8.あなたは、市民と行政の「市民協働」のために、行政に求められるものは何だと思われます

か。（○は 2つまで） 

48.5

23.4

21.0

20.4

19.5

18.1

3.2

2.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

地域住民への情報提供

活動の場の提供

資金援助

人材育成

地域住民への意識啓発

市職員の地域活動への参加

その他

無回答
回答総数 N=658 

〔％〕 

合計
地域住民

への情報

提供

活動の場

の提供
資金援助 人材育成

地域住民

への意識

啓発

市職員の

地域活動

への参加

その他 無回答

658 319 154 138 134 128 119 21 15

男性 283 44.9 25.1 21.9 21.2 23.3 23.3 4.6 1.8

女性 368 52.2 22.6 20.7 20.1 16.8 14.4 2.2 0.8

男性18～29歳 35 31.4 22.9 40.0 22.9 22.9 17.1 5.7 2.9

男性30～39歳 31 45.2 22.6 35.5 22.6 16.1 22.6 6.5 0.0

男性40～49歳 25 56.0 36.0 24.0 16.0 16.0 8.0 4.0 0.0

男性50～59歳 41 46.3 19.5 17.1 24.4 17.1 22.0 4.9 0.0

男性60～64歳 34 52.9 32.4 17.6 5.9 32.4 38.2 5.9 0.0

男性65歳以上 116 44.0 24.1 15.5 25.0 26.7 25.0 3.4 3.4

女性18～29歳 45 48.9 28.9 20.0 22.2 22.2 8.9 0.0 0.0

女性30～39歳 53 58.5 18.9 34.0 20.8 17.0 9.4 3.8 0.0

女性40～49歳 64 46.9 23.4 25.0 25.0 12.5 17.2 1.6 0.0

女性50～59歳 63 57.1 22.2 23.8 19.0 19.0 14.3 1.6 3.2

女性60～64歳 31 51.6 29.0 16.1 16.1 12.9 19.4 6.5 0.0

女性65歳以上 111 51.4 19.8 11.7 18.0 17.1 16.2 1.8 1.8

※性別、及び性別×年齢別の各項目の合計数が合計と合致しないのは未記載による。

区分

全体

性

別

性

別
×

年
齢

階
層

別

※「合計」欄及び「全体」欄は回答人数（人）、それ以外の欄は回答の比率（％）を表示している。
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（6）市民活動団体等アンケートについて 

 1 調査の概要 

  市民協働型まちづくり推進プランの計画期間が満了することに伴い、改定にあたって

の基礎的な資料としてアンケート調査を実施するものです。本調査は、今後の市民協働

に関する施策を充実させていくために、市内で活動する市民活動団体等の活動状況や活

動する上での課題、市の市民協働型まちづくりに関する施策の認知度、市民協働型まち

づくりを推進する上で市に求めることなどについて御意見をいただくものです。 

  

調査対象 

①御殿場市民活動支援センターの登録団体（公開不可の団体を除く） 

②御殿場市に主たる事務所を置く NPO 法人等（①に該当する団体を除く） 

③直近 5 年間（2017-2021）に御殿場市の市民協働に関する助成制度を利

用した団体（①②に該当する団体を除く）              計 111 団体 

調査期間 2021 年 6 月 30 日～8 月 11 日 

調査方法 郵送にて通知、WEB 回答（Google フォーム） 

回 収 率 64.9％ （回答総数 72 団体） 
 

 2 集計結果の概要 

   市民活動団体等アンケートの各設問に対する回答状況は以下のとおりです。 

 

 

 

 

認定 NPO 法人・NPO 法人 16 （22.2％） 

任意団体 47 （65.3％） 

その他 9 （12.5％） 

計 ７２ （100.0％） 

 

 

 

 

3 年未満 12 （16.7%） 

3 年以上～5 年未満 5 （6.9%） 

5 年以上～10 年未満 12 （16.7%） 

10 年以上～20 年未満 12 （16.7%） 

20 年以上 31 （43.1%） 

計 ７２ （1００.0%） 
  

①団体の概要について 

  問 2. 貴団体の区分を教えてください。 

①団体の概要について 

  問 3. 貴団体の活動年数を教えてください（2021年 4月 1日時点）。 
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10 人未満 14 （19.4%） 

10 人以上～30 人未満 31 （43.1%） 

30 人以上～50 人未満 9 （12.5%） 

50 人以上～100 人未満 7 （9.7%） 

100 人以上 11 （15.3%） 

計 ７２ （100.0%） 

  

①団体の概要について 

  問 4. 貴団体の主な活動分野を教えてください（当てはまるものすべて）。 

回答総数 N=72 

〔％〕 

①団体の概要について 

  問 5. 貴団体の会員数について教えてください（2021年 4月 1日時点）。 

41.7

36.1

34.7

13.9

5.6

34.7

15.3

15.3

11.1

13.9

9.7

8.3

34.7

6.9

2.8

9.7

4.2

1.4

15.3

4.2

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0

1 保健・医療・福祉

2 社会教育

3 まちづくり

4 観光振興

5 農山漁村又は中山間地域の振興

6 学術・文化・芸術・スポーツ

7 環境の保全

8 災害支援

9 地域安全

10 人権の擁護又は平和の推進

11 国際協力

12 男女共同参画

13 子どもの健全育成

14 情報化社会の発展

15 科学技術の振興

16 経済活動の活性化

17 職業能力開発・雇用拡充

18 消費者の保護

19 上記1～18の活動を行う団体の運営・活動に関する連絡・助言・援助

20 その他
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0 人 46 （63.9%） 

1 人以上～5 人未満 12 （16.7%） 

5 人以上～10 人未満 4 （ 5.6%） 

10 人以上～20 人未満 8 （11.1%） 

20 人以上 2 （ 2.8%） 

計 ７２ （1００.0%） 

 

 

 

 

0 人 15 （20.8%） 

1 人以上～5 人未満 26 （36.1%） 

5 人以上～10 人未満 14 （19.4%） 

10 人以上～20 人未満 9 （12.5%） 

20 人以上 8 （11.1%） 

計 ７２ （1００.0%） 

 

 

 

 

 

   

①団体の概要について 

  問 6. 貴団体のスタッフ（有給）の人数について教えてください（2021年 4月 1日時点）。 

①団体の概要について 

  問 7. 貴団体のスタッフ（無給）の人数について教えてください（2021年 4月 1日時点）。 

②団体の活動状況と課題について 

  問 8. 「新型コロナ禍」以前の貴団体の活動頻度はどれくらいですか。 

  問 9. 「新型コロナ禍」以降の貴団体の活動頻度はどれくらいですか。 

回答総数 N=72 

〔団体〕 

17

6

14

23

4
3

5

16

4

13

18

5

12

4

0

5

10

15

20

25

ほぼ毎日 週に2～3回 週に1回 月1～2回 2か月に1回 年に数回 活動していない

「新型コロナ禍」以前 「新型コロナ禍」以降
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「9 その他」の回答（抜粋） 

 ・スタッフ（無給）の有給確保。 

 ・対象地域との連携・支援不足。 

 ・コロナ禍での活動の在り方。 

 ・5 項に関連しますが、60 歳以上会場使用料無料の「ふじざくら」は有難い。 

 ・コロナ禍で活動資金の確保に困っている。 

  

②団体の活動状況と課題について 

  問 10. 貴団体が活動する上で感じている課題について教えてください（当てはまるものすべて） 

回答総数 N=72 

〔％〕 

34.7

33.3

34.7

47.2

12.5

29.2

11.1

20.8

6.9

2.8

19.4

8.3

12.5

6.9

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

1 特定の個人への責任や作業の集中

2 スタッフの高齢化

3 活動の中心にある人材や後継者が育たない

4 新しい会員・若い世代の会員が増えない

5 活動するための場所・拠点が確保できない

6 活動するための資金・資機材が確保できない

7 専門知識（法律や制度、IT技術等）の不足

8 活動の認知度があがらない、あげる方法が分からない

9 行政（御殿場市）の理解・支援の不足

10 困ったときに気軽に相談できる場所・窓口がない

11 他の団体や地域との連携・協力の不足

12 市民から活動に対する理解が得られない

13 特に課題は感じていない

14 その他
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回答一覧（抜粋） 

 ・コロナが終わらないと人が集まる事業ができない。 

 ・御殿場市民への認知度向上、専用グラウンドの確保。 

 ・利用者の高齢化。 

 ・会員の老齢化が進んでいる。新しい会員の入会がない。 

 ・コロナ禍で、地域の方に来ていただく機会が激減しました。今後は、状況をみながら再開できるも

のは再開すると思いますが、新しい発想での地域貢献、地域公益活動が必要だと思っています。 

 ・コロナ禍の為、様々な行事が中止となり、練習しても発表の場が無くなってしまっている。 

 ・体育館利用の際、資器材の定期的な保管場所がない。 

 ・数年間活動を休止中。いったん活動を停止するか考慮中。 

 ・利用者の受け入れ施設の充実とタイムリーなサービスが期待できる事業所の開拓。 

 ・御殿場市が持つ潜在的な力を理解していない市民が多い。首都圏から見た御殿場のイメージと地

元市民が持つイメージのギャップが大きすぎる。 

 ・会員（子供）の減少。 

 ・青少年への普及。 

・活動場所である市の公共施設の無料化もしくは優先予約をさせてほしい。 

 ・こどもの成長や引越しなどの環境の変化で卒業していくこともあり、今後も活動を継続していく中

で、運営ボランティアの確保が課題になってくる。 

 ・NPO 法人を立ち上げる団体が一般的に減少していることも大きな理由であると思われるが、設立

相談の件数が減っている。 

 ・利用者を増やすこと。 

 ・活動の資金が不足している。 

 ・新型コロナウィルスの影響もあるかと思いますが、事業所の新規のご利用者様が増えないので困っ

ています。 

 ・次の世代への継承が最大の課題です。 

 ・時間や技術を使い活動してきましたが、活動資金を補助金に頼るのではなく、活動が費用を生み出

さないと継続や継承が難しい。 

 ・運営資金が少ない。 

 ・会員の高齢化、新規入会会員の減少化。 

 ・地域への訴求力が足りていなかった。 

 ・会員の高齢化と次世代へのバトンタッチに悩ましい。 

  

②団体の活動状況と課題について 

  問 11. その他、貴団体が感じている課題がありましたらご記入ください（自由記載） 
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知っている 53 （73.6%） 

聞いたことはあるが内容は分からない 17 （23.6%） 

知らない 2 （2.8%） 

計 ７２ （1００.0%） 

 

 

 

 

 

 

知っている 38 （52.8%） 

聞いたことはあるが内容は分からない 28 （38.9%） 

知らない 6 （8.3%） 

計 ７２ （1００.0%） 

 

 

 

 

 

 

知っていて、活用したことがある 30 （41.7%） 

知っているが、活用したことはない 29 （40.3%） 

知らない 13 （18.1%） 

計 ７２ （1００.0%） 

 

  

③御殿場市の「市民協働型まちづくり」の取り組みについて 

  問 12. 御殿場市が推進する「市民協働型まちづくり」について知っていますか。 

③御殿場市の「市民協働型まちづくり」の取り組みについて 

  問 13. 「市民協働型まちづくり」の基本的な考え方や具体的な取り組みを定めた「市民協働型まち

づくり推進指針」や「市民協働型まちづくり推進プラン」について知っていますか。 

③御殿場市の「市民協働型まちづくり」の取り組みについて 

  問 14. 市民協働を推進するため、御殿場市が設けている補助金制度（「市民協働型まちづくり事業

補助金」 「市民活動支援事業補助金」など）を知っていますか。 
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「9 その他」の回答（抜粋） 

 ・当協会は別に補助金を受けています。 

 ・前述のように活動休止期間が長くなり停止も考慮中のため。 

 ・自分たちの活動の内容がそれに適さないと思っている。 

 ・内容がよくわからない。 

 ・手続きなどもわからない（調べたことがない）。 

 

  

③御殿場市の「市民協働型まちづくり」の取り組みについて 

  問 15. 前問で「２．知っているが、活用したことはない」と回答した方へお伺いします。補助金制度

を活用しない理由は何ですか（当てはまるものすべて）。 

回答総数 N=29 

〔％〕 

13.8

24.1

6.9

13.8

10.3

10.3

24.1

13.8

20.7

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0

1 資金は不足していない

2 手続き等に手間がかかる

3 一時しのぎにしかならない

4 金額が少ない

5 使い勝手が悪い

6 公益的な活動ではない

7 他の収入源がある

8 検討もしていない

9 その他
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「16 その他」の回答（抜粋） 

 ・簡易に支出できればよい。 

 ・現在までは、年一度の地域防災訓練に参加。災害が万一遭って活動、無くて幸いです。 

 ・従業員の給与を上げるための報酬単価を上げてほしい。 

 

  

③御殿場市の「市民協働型まちづくり」の取り組みについて 

  問 16. 「市民協働型まちづくり」の推進にあたり、今後、御殿場市はどのような支援に重点を置く

べきだと思いますか（当てはまるものすべて）。 

回答総数 N=72 

〔％〕 

25.0

50.0

26.4

26.4

40.3

25.0

20.8

40.3

13.9

22.2

27.8

19.4

27.8

20.8

9.7

4.2

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

1 市民活動に関する相談機能の充実

2 市民活動に関する情報の提供

3 市民活動団体の相互交流の場の提供

4 活動機会の提供

5 資金面の支援

6 他団体の助成金情報の提供

7 事務所・会議室などの活動場所の確保

8 広報機会の提供

9 市の業務の委託推進

10 活動のノウハウを学ぶための講座・研修会

11 市民活動団体と行政が協働で実施する「市民協働型まちづくり」の推進

12 活動を手助けする人材を確保するための制度

13 市職員の市民活動や協働への意識向上

14 御殿場市民活動支援センターの機能充実・強化

15 よくわからない

16 その他
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回答一覧（抜粋） 

 ・いつも応援、サポートいただき、ありがとうございます。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

 ・現状でも十分サポート頂き有難く思っております。引続き宜しくお願い致します。 

 ・活動されている先輩団体との交流の機会があればと思います。 

 ・各団体の長を集めて講演会等を開催し、活動等の理解を深める必要があると思われる。 

 ・コロナでの外出自粛や、イベント自粛が少しずつ解け、皆さんがイベントに行ってみよう！と思える

にはまだ時間がかかると思いますが、細々でも活動が続けられるよう、ご支援いただけるとありが

たいです。 

 ・行政、団体ともに「協働」を理解している人が少なすぎるように思う。市民協働課は窓口にしかなっ

ておらず、団体の育成や行政との橋渡しに奔走し、本気で市民協働の実績をあげることに注力すべ

き。 

 ・市民の、生きがいづくり、生き生きした活躍の場を支援して欲しい。 

 ・活動している人は、掛け持ちでなんでもやっている様に思います。今後は広報に工夫を加えて、無

関心な市民を少しずつ引きずり込んでいただきたいと思います。 

 ・できる限り協力して頑張っていきたいと思います。 

 ・期間限定(3 年)では対応できない事業への柔軟な対応を検討願いたい。 

 ・地域イベント開催などへの資金協力は近視眼的であり評価できない。10 年先、あるいは 30 年先

を見据えた街作りを市役所と市民団体が協議して、その目標を共有した上で各団体の活動につい

て相互支援や継続的な資金提供などが必要だと感じます。 

 ・資金も有り難いが、場所や機械をお借りできたり、市役所や様々な関係する機関の方と単発的にで

はなく、持続的に交流を持ち、協力できる関係性が持てたら、お金を出してもらうよりも助かる事

もあるかと思います。 

 ・特に 4 項、8 項の活動・広報機会を、更に拡大・充実してほしい。 

 ・今後新たに活動を始める団体には、情報の提供や支援は必須だと思います。 

 ・御殿場市はふじざくらの市民活動センターがあり、相談にも気軽にのっていただけるので、市民活

動に対しての支援が手厚いと思います。以前、補助金を申請する際も、市民協働課の方に丁寧に対

応していただきました。自分たちの活動が市民活動になるのかどうか、知らない方も多いと思うの

で、これから活動を考えている方や、すでに活動を始めている方など、より多くの方に知っていた

だけるように、ぜひ市民活動支援について、もっとアピールしていただけたらいいと思います。 

 ・行政と市民活動がもっとつながることがでるとよいと思います。私たちの中間支援の仕事でもあり

ますので今後ともよろしくお願いいたします。 

 ・歴史文化財の保存、保護に力を入れて欲しい。 

③御殿場市の「市民協働型まちづくり」の取り組みについて 

  問 17. その他、市民活動、市民協働等についてご意見等がありましたらご記入ください。 
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 ・オリンピックを開催するにもかかわらず、「ふれあい広場」など市民活動を次々と中止にしている事

には疑問を感じます。また、ただ中止にするのではなく代替案などがあってもいいと思います。 

 ・行政と市民と民間企業との力合わせ、心合わせの協働体制の具体化ができればと願っています。

危機管理部の適切なご指導を心より期待しています。 

 ・支援したから活動が活発になるというものでもないと思う。市は情報提供や基本的な活動場所（会

議室等）提供をおこない、あとは淘汰にゆだねればよいと思う。 

 ・他団体との連携を深めて幅広い活動を行い市内外皆さんに、私たちの活動が伝わる魅力ある御殿

場を発掘・発信します。 

 ・必要な資材を揃えるのに補助金はとても有用でした活動機会をいただけたことも人材確保ややる

気を引き出すためにも助かりました。有償ボランティアにできるような活動まで引き上げられず、

活動の広がりに繋がらなかったかと反省でもあります。 

 ・市民協働事業「はじめの一歩事業」の補助金を頂き、新会員８名の方が入会されました。来年度は更

にスキルを向上させるための講座を企画しよう思っています。そのためにも市民協働事業を有効に

活用させて頂きたいと考えております。 

 ・地域から求められる事業所として活動していきたいと考えています。また行政の良きパートナーに

なれるように努力します。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

御殿場市市民協働型まちづくり推進プラン 
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